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○東洋大学大学院学際・融合科学研究科規程 

平成29年規程第36号・平成29年４月１日施行 

改正 

平成30年４月１日 

平成31年４月１日規程第80号 

東洋大学大学院学際・融合科学研究科規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東洋大学大学院学則（昭和29年４月１日施行。以下「学則」という。）

第４条第５項に基づき、東洋大学大学院学際・融合科学研究科（以下「学際・融合科学研究

科」という。）の教育研究に関し必要な事項を定める。 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 学際・融合科学研究科は、学則第４条の２に基づき、研究科及び専攻の人材の養成に

関する目的その他の教育研究上の目的を別表第１のとおり定める。 

（修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する方針） 

第３条 学際・融合科学研究科は、学則第４条の３に基づき、専攻の修了の認定及び学位授与

に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針を

別表第２のとおり定める。 

（教育課程） 

第４条 学際・融合科学研究科は、学則第５条の２及び第７条に基づき、専攻の教育課程にお

ける科目区分、授業科目及び研究指導科目の名称、単位数、配当学年、及び履修方法等を別

表第３のとおり定める。 

（修了に必要な単位等） 

第５条 学際・融合科学研究科は、学則第12条及び第13条に基づき、専攻の修了に必要な単位

等を別表第４のとおり定める。 

（改正） 

第６条 この規程の改正は、学長が学際・融合科学研究科委員会の意見を聴き、研究科長会議

の審議を経て行う。 

附 則 

１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成28年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年規程第82号） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成29年度以前の入学生については、改正後の第３条及び第３

条別表第２を除き、なお従前の例による。 

附 則（平成31年４月１日規程第Ｘ号） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成30年度以前の入学生については、改正後の第３条及び第３

条別表第２を除き、なお従前の例による。 
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別表第１ 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（第２条関係） 
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別表第２ 修了の認定及び学位授与、教育課程の編成及び実施並びに入学者の受入れに関する

方針（第３条関係） 
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別表第３ 教育課程（第４条関係）  

学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス専攻博士前期課程 授業科目 

区分 

必修・

選択 

の別 

科目名 

講義・

演習の

別 

配

当

学

年 

単

位

数 

備考 

授業科目 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合概論 
講義 １ ２  

授業科目 選択 科学技術英語 講義 １ ２  

授業科目 選択 基礎数学 講義 １ ２  

授業科目 選択 基礎物理 講義 １ ２  

授業科目 選択 基礎化学 講義 １ ２  

授業科目 選択 基礎バイオテクノロジー 講義 １ ２  

授業科目 選択 極限環境微生物学 講義 １ ２  

授業科目 選択 ナノエレクトロニクス 講義 １ ２  

授業科目 選択 ナノ材料概論 講義 １ ２  

授業科目 選択 
生体材料およびナノテク

ノロジー 
講義 １ ２  

授業科目 選択 微生物学 講義 １ ２  

授業科目 選択 バイオ・ナノサイエンス 講義 １ ２  

授業科目 選択 
先端ナノサイエンス・ナ

ノテクノロジー 
講義 １ ２  

授業科目 選択 
先端機器ワークショップ

Ⅰ 

実験・

実習 
１ ２  

授業科目 選択 
先端機器ワークショップ

Ⅱ 

実験・

実習 
１ ２  

授業科目 選択 
先端機器ワークショップ

Ⅲ 

実験・

実習 
１ ２  

授業科目 選択 
先端機器ワークショップ

Ⅳ 

実験・

実習 
１ ２  

授業科目 選択 ウェブ教育Ⅰ 演習 １ ２  
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授業科目 選択 ウェブ教育Ⅱ 演習 ２ ２  

学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻博士前期課程 研究指導 

区分 

必修・

選択 

の別 

科目名 

講義・

演習の

別 

配

当

学

年 

単

位

数 

備考 

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合研究Ⅰ 
演習 １ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合研究Ⅱ 
演習 １ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合研究Ⅲ 
演習 ２ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合研究Ⅳ 
演習 ２ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合輪講Ⅰ 
演習 １ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合輪講Ⅱ 
演習 １ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合輪講Ⅲ 
演習 ２ ２  

研究指導 選択 
バイオ・ナノサイエンス

融合輪講Ⅳ 
演習 ２ ２  

履修方法 

１ 原則として、「バイオ・ナノサイエンス融合研究Ⅰ～Ⅳ」、「バイオ・ナ

ノサイエンス融合輪講Ⅰ～Ⅳ」の履修は、各学期に１科目ずつ順を追って履修

しなければならない。なお研究指導科目は、主指導教授の科目を選択するこ

と。 

２ 授業科目の履修にあたっては、指導教授の指示を受けなければならない。 

３ 本表に掲げたものの他、指導教授が教育上必要と認めるときは、学則第８

条に基づき、東洋大学大学院（以下「本大学院」という。）の他研究科・専攻

の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができる（同一

科目は１回目のみ修了要件として扱い、２回目以降の履修によって修得した成

績及び単位は認定されるが、修了要件としては扱わない）。 

 また、上記により履修し修得した単位は、学則第10条の２に基づく、本大学

院に入学する前に修得し、本大学院における授業科目の履修により修得したも

のとみなす単位（既修得単位）と合わせて、10単位を超えない範囲で修了要件

に充当することができる。 

４ メディア：メディアを利用して行う授業では、海外留学や長期インターン

シップ等へ参加する学生が、予め申請し主指導教授及び研究科委員会により教

育研究上必要と認められた場合、一部の科目を海外等からメディアを利用して

受講できる。 
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学際・融合科学研究科バイオ・ナノサイエンス融合専攻博士後期課程 研究指導 

区分 

必修・

選択 

の別 

科目名 

講義・

演習の

別 

配

当

学

年 

単

位

数 

備考 

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅰ 

講義・

実験 
１   

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅱ 

講義・

実験 
１   

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅲ 

講義・

実験 
２   

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅳ 

講義・

実験 
２   

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅴ 

講義・

実験 
３   

特殊研究  
バイオ・ナノサイエンス

融合特殊研究Ⅵ 

講義・

実験 
３   

研究指導  
バイオ・ナノサイエンス

融合研究指導 
演習 

１

～

３ 

  

履修方法 

１ 原則として「バイオ・ナノサイエンス融合特殊研究Ⅰ～Ⅵ」の履修は、各

学期に１科目ずつ順を追って履修登録しなければならない。 

２ 「バイオ・ナノサイエンス融合研究指導」を各セメスタで履修登録しなけ

ればならない。 

３ 研究指導科目は、主指導教授の科目を選択すること。 

４ 授業科目は指導教授の指示により履修することができる。また、本表に掲

げたものの他、指導教授が研究指導上必要と認めた場合は、本大学院の他研究

科・専攻の授業科目および他大学（協定校）の授業科目を履修することができ

る。 

 

 

  



7/7 

別表第４ 修了に必要な単位等（第５条関係） 

 
 


